
 

   柏 市 消 防 音 楽 隊 市 民 協 働 実 施 要 領  

 

              制 定  令 和  ８ 年  １ 月  ９ 日  

              施 行  令 和  ８ 年  １ 月 １ ５ 日  

  

１  目 的  

  柏 市 消 防 音 楽 隊 と 市 民 が 協 働 し て 「 市 民 と 消 防 を つ な ぐ 音

の か け 橋 」 と し て 演 奏 活 動 を 行 う こ と に よ り ， 効 果 的 な 消 防

広 報 活 動 を 展 開 す る こ と を 目 的 と す る 。  

２  登 録 要 件  

  柏 市 消 防 音 楽 隊 の 演 奏 活 動 に 協 力 す る 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア

（ 以 下 ，「 市 民 音 楽 隊 員 」 と い う 。） の 登 録 要 件 は ， 次 の 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ( 1 )  年 齢 は ， 満 １ ８ 歳 以 上 で あ る こ と 。  

 ( 2 )  吹 奏 楽 の 経 験 が あ り ， 自 己 の 楽 器 を 持 参 し て 参 加 演 奏 で

き る こ と 。  

 ( 3 )  原 則 と し て ， 柏 市 に 在 住 又 は 在 勤 若 し く は 在 学 で あ る こ

と 。  

 ( 4 )  一 定 の 練 習 及 び 出 演 に 参 加 で き る こ と 。  

 ( 5 )  登 録 に 際 し て 音 楽 隊 長 が 前 各 号 に つ い て 確 認 し ， 総 合 的

に 判 断 す る も の と す る 。  

３  登 録 期 間 等  

  市 民 音 楽 隊 員 の 登 録 期 間 等 は ， 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。  

 ( 1 )  登 録 期 間 は ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の １ 年 間 と  

す る 。 た だ し ， ４ 月 １ 日 以 降 に 登 録 さ れ た 場 合 は 登 録 さ れ

た 日 以 後 に お け る 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

   ま た ， 年 度 末 に 継 続 の 意 思 の 確 認 が で き た 場 合 に は ， １

年 間 更 新 す る こ と が で き る 。  

 ( 2 )  登 録 期 間 中 に 脱 退 を 希 望 す る 場 合 は ， 事 務 局 宛 て に 申 し



出 る こ と 。  

 ( 3 )  柏 市 消 防 局 並 び に 柏 市 消 防 音 楽 隊 の イ メ ー ジ を 著 し く 損

な う 行 為 等 が 認 め ら れ た 場 合 に あ っ て は ， 登 録 期 間 内 で あ

っ て も 当 該 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

４  処 遇   

  市 民 音 楽 隊 員 の 活 動 等 に あ っ て は ， ボ ラ ン テ ィ ア の た め 無

償 と し ， 交 通 費 等 の 支 給 も な し と す る 。  

  た だ し ， 出 演 時 等 に お け る 事 故 に は ， 柏 市 市 民 活 動 災 害 補

償 保 険 に よ り ， 保 険 が 適 用 さ れ る 。  

５  市 民 音 楽 隊 員 の 責 務  

  市 民 音 楽 隊 員 は ， 消 防 行 政 を 深 く 理 解 し ， 消 防 音 楽 隊 員 と

協 力 し て 演 奏 活 動 に 努 め る こ と 。  

６  申 込 方 法  

  市 民 音 楽 隊 員 へ の 登 録 は ，「 柏 市 消 防 局 市 民 音 楽 隊 員 登 録

申 込 書 」（ 様 式 １ ） を 事 務 局 宛 て に ， 持 参 ， 郵 送 又 は 電 子 メ

ー ル で 届 出 る こ と に よ り 行 う 。  

７  登 録 の 決 定  

  前 項 の 申 込 書 を 受 理 し た と き は ， 音 楽 隊 長 が 第 ２ 項 に 規 定

す る 登 録 要 件 と 照 合 し ， 要 件 を 満 た し た 場 合 に は ， 消 防 局 長

の 承 認 を 得 て 登 録 証 を 申 請 者 宛 て に 直 接 又 は 郵 送 に て 交 付 す

る こ と を も っ て 決 定 と す る 。  

８  登 録 証  

  登 録 証 は ， 名 札 兼 用 と し ， 出 演 及 び 練 習 参 加 の 際 に は 着 用

す る も の と す る 。  

９  貸 与 品  

  登 録 を 決 定 さ れ た 市 民 音 楽 隊 員 に 対 し て ， 被 服 等 を 貸 与 す

る も の と す る 。 市 民 音 楽 隊 員 は ， 貸 与 さ れ た 被 服 等 を 適 切 な

注 意 を も っ て 使 用 し ， 又 は 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

１ ０  出 演 等 依 頼  

  市 民 音 楽 隊 員 へ の 出 演 等 の 依 頼 は ， 次 の 各 号 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。  



 ( 1 )  出 演 の 依 頼 は ， 市 民 音 楽 隊 員 の う ち か ら 出 演 可 能 日 等 の

条 件 に 合 致 す る 者 を 選 出 し ， 依 頼 す る も の と す る 。  

 ( 2 )  各 種 イ ベ ン ト 等 へ の 出 演 案 内 及 び 出 演 の 可 否 等 の 連 絡

は ， 原 則 と し て Ｅ メ ー ル に よ り 行 う も の と す る 。  

１ １  個 人 情 報 の 取 扱 い  

  市 民 音 楽 隊 員 と し て 知 り 得 た 個 人 情 報 に つ い て は ， 柏 市 消

防 局 市 民 音 楽 隊 と し て の 活 動 目 的 以 外 に は 使 用 し て は な ら な

い 。  

１ ２  事 務 局  

  事 務 局 は ， 柏 市 消 防 局 火 災 予 防 課 内 に 置 く 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和  ８ 年 １ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  


